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   開     議 

 

 

○平 進介議長 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員は、ございませ

ん。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 なお、小林克人健康課長から、本日の会議を

欠席させてほしい旨の届け出があり、神尾昭利

健康増進主幹が出席しておりますので、ご報告

いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

２号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 議案第３３号 令和元年 

 度長井市一般会計補正予算第８号外 

 ６件 

 

 

○平 進介議長 日程第１、議案第33号 令和元

年度長井市一般会計補正予算第８号から、日程

第７、議案第39号 令和元年度長井市後期高齢

者医療特別会計補正予算第１号までの７件を一

括議題といたします。 

 

 

 予算特別委員会審査報告 

 

 

○平 進介議長 予算特別委員会の審査の報告を

求めます。 

 梅津善之委員長。 

  （梅津善之予算特別委員長登壇） 

梅津善之予算特別委員長 おはようございます。 

 令和２年３月市議会定例会において、予算特

別委員会に付託になりました議案第33号 令和

元年度長井市一般会計補正予算第８号から議案

第39号 令和元年度長井市後期高齢者医療特別

会計補正予算第１号までの令和元年度補正予算

案７件について、審査いたしました経過と結果

についてご報告申し上げます。 

 予算特別委員会は、会議日程に従い、２月28

日、本会議終了後に開催し、審査が行われたと

ころであります。 

 審査に当たっては、各会計補正予算の概要に

ついて担当課長から説明を受けた後、細部審査

を行ったところでありますが、その経過につき

ましては、議長を除く全員で構成する委員会で

ありますので、後刻、会議録によりご承知くだ

さいますようお願い申し上げ、審査の結果のみ

ご報告申し上げます。 

 議案第33号 令和元年度長井市一般会計補正

予算第８号、議案第34号 令和元年度長井市国

民健康保険特別会計補正予算第２号、議案第35

号 令和元年度長井市公共下水道事業特別会計

補正予算第４号、議案第36号 令和元年度長井

市農業集落排水事業特別会計補正予算第４号、

議案第37号 令和元年度長井市介護保険特別会

計補正予算第４号、議案第38号 令和元年度長

井市浄化槽事業特別会計補正予算第４号、議案

第39号 令和元年度長井市後期高齢者医療特別

会計補正予算第１号の補正予算７件につきまし

て、いずれも全員一致で原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

 以上、審査の結果でありますが、当局におか

れましては、審査の過程で委員各位から出され

ました質疑、意見等について、十分に意を用い

られ、事務の執行に当たられるよう申し上げ、

予算特別委員会の審査の報告を終わります。 

○平 進介議長 委員長の報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません
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か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○平 進介議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 まず、日程第１、議案第33号 令和元年度長

井市一般会計補正予算第８号の１件について、

討論の通告がありませんので、討論を終結し採

決いたします。 

 議案第33号について、予算特別委員長の報告

は原案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○平 進介議長 起立全員であります。 

 よって、議案第33号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第２、議案第34号 令和元年度長

井市国民健康保険特別会計補正予算第２号から

日程第７、議案第39号 令和元年度長井市後期

高齢者医療特別会計補正予算第１号までの６件

について、討論の通告がありませんので、討論

を終結し、順次採決いたします。 

 まず、日程第２、議案第34号 令和元年度長

井市国民健康保険特別会計補正予算第２号の１

件について、予算特別委員長の報告は、原案可

決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○平 進介議長 起立全員であります。 

 よって、議案第34号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第３、議案第35号 令和元年度長

井市公共下水道事業特別会計補正予算第４号の

１件について、予算特別委員長の報告は、原案

可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○平 進介議長 起立全員であります。 

 よって、議案第35号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第４、議案第36号 令和元年度長

井市農業集落排水事業特別会計補正予算第４号

の１件について、予算特別委員長の報告は、原

案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○平 進介議長 起立全員であります。 

 よって、議案第36号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第５、議案第37号 令和元年度長

井市介護保険特別会計補正予算第４号の１件に

ついて、予算特別委員長の報告は、原案可決で

あります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○平 進介議長 起立全員であります。 

 よって、議案第37号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第６、議案第38号 令和元年度長

井市浄化槽事業特別会計補正予算第４号の１件

について、予算特別委員長の報告は、原案可決

であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○平 進介議長 起立全員であります。 

 よって、議案第38号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第７、議案第39号 令和元年度長

井市後期高齢者医療特別会計補正予算第１号の

１件について、予算特別委員長の報告は、原案

可決であります。 
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 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○平 進介議長 起立全員であります。 

 よって、議案第39号は、予算特別委員長報告

のとおり決定いたしました。 

 

 

 日程第８ 市政一般に関する質問 

 

 

○平 進介議長 次に、日程第８、市政一般に関

する質問を行います。 

 ここで申し上げますが、３月定例会は、市議

会の申し合わせにより、会派代表、政党代表、

個人の順に質問を行うこととされております。 

 なお、会派代表質問に限り、質問者と同一会

派に属する議員は、当該会派代表質問が終了し

た後、残時間の範囲内で引き続き関連質問を行

うことができます。 

 質問の時間は答弁を含めて60分以内となって

おりますので、ご協力をお願いいたします。 

 また、このたびの市政一般に関する質問の答

弁に際し、齋藤環樹統括監がけがのため１回目

から自席で答弁を行うことを許可いたしました

のでご報告いたします。 

 初めに、会派代表質問を行います。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 浅野敏明議員の質問 

 

 

○平 進介議長 順位１番、議席番号７番、浅野

敏明議員。 

  （７番浅野敏明議員登壇） 

○７番 浅野敏明議員 おはようございます。 

 一般質問の１番目、共創長井の浅野敏明でご

ざいます。 

 このたびの一般質問通告として、１番目、今

後の財政見通しと財政運営について、２番目、

公共施設等整備計画の改定と個別施設ごとの長

寿命化計画策定について、３番目として、ま

ち・ひと・しごと総合戦略及び人口ビジョンに

ついての３点の質問を予定しておりましたが、

質問、答弁の時間60分以内では全ての項目につ

いて難しいと思われますので、３番目の質問に

ついては、このたびの質問から省かせていただ

き、６月定例会の一般質問で取り上げさせてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 新型のコロナウイルスの感染が国内で広がっ

ています。厚労省の発表によりますと、３月３

日現在、25都道府県で260人の感染が確認され

ています。国や県の要請を受け、市内の小中学

校では３月２日から春休みまでを臨時休業の措

置を講じています。お子さんをお持ちのご家庭

におかれましては、大変ご苦労があると思いま

すので、市としましても丁寧な対応をしていた

だきたいと思います。 

 また、厚労省では、感染が起きやすい場所と

して、換気が悪く人が密集して不特定多数と接

触する場合に起きやすいことを発表しました。

小中学校が臨時休業になった児童生徒において

は、家だけにこもるだけではなく、時々外で新

鮮な空気を吸って伸び伸び公園などで遊ぶこと

も必要ではないかと思います。 

 なお、世界保健機構、ＷＨＯは、新型コロナ

ウイルスの感染予防としてのマスク着用につい

て、せきなどの症状がない人は着用する必要は

ないとしています。マスクを購入できない方に

おいては、過度の心配をする必要がないものと

思いますが、もし感染症にかかった場合の対応

策を徹底すべきだと思いますので、市の対策本

部として市民の皆さんへ予防対策も含め正しい

情報を発信していただきたいと思います。 


